
新 任 刑 事 育 成 指 導 要 領 の 制 定 に つ い て  

平 成 22年 ２ 月 24日 例 規 （ 刑 ） 第 ３ 号  

 

警 察 本 部 長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 25年 ５ 月 例 規 （ 刑 ） 第 33号     

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 要 領 を 別 添 の と お り 制 定 し 、 平 成 22年 ３ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、

誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

な お 、 新 任 刑 事 育 成 指 導 要 領 の 制 定 に つ い て （ 昭 和 57年 例 規 （ 刑 ） 第 ６ 号 ） は 、 廃 止 す

る 。  

別 添  

新 任 刑 事 育 成 指 導 要 領  

１  目 的  

こ の 要 領 は 、 署 に お い て 新 た に 刑 事 部 門 の 捜 査 員 に 任 用 さ れ た 巡 査 又 は 巡 査 部 長 の 階

級 の 者 （ 以 下 「 新 任 刑 事 」 と い う 。 ） に 対 す る 育 成 指 導 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定

め 、 も っ て 新 任 刑 事 の 捜 査 実 務 能 力 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

２  育 成 指 導 期 間  

６ か 月 間 と す る 。 た だ し 、 修 得 状 況 が 一 定 の 基 準 に 満 た な い 場 合 は 、 通 じ て １ 年 を 超

え な い 期 間 で 延 長 す る も の と す る 。  

３  育 成 指 導 体 制 及 び 任 務  

(１ ) 統 轄 責 任 者  

ア  統 轄 責 任 者 は 、 刑 事 部 長 を も っ て 充 て る 。  

イ  統 轄 責 任 者 は 、 新 任 刑 事 育 成 指 導 要 領 の 実 施 を 統 轄 す る 。  

(２ ) 主 管 責 任 者  

ア  主 管 責 任 者 は 、 捜 査 実 務 研 修 所 長 を も っ て 充 て る 。  

イ  主 管 責 任 者 は 、 新 任 刑 事 育 成 指 導 を 主 管 し 、 育 成 指 導 状 況 の 検 証 を 適 宜 実 施 す る

な ど 、 そ の 効 果 的 運 用 に 努 め る も の と す る 。  

(３ ) 教 養 主 任 者  

ア  署 長 は 、刑 事 課 長（ 刑 事 第 一 課 長 、刑 事 第 二 課 長 及 び 刑 事 生 活 安 全 課 長 を 含 む 。）

を 教 養 主 任 者 に 指 定 す る 。  

イ  教 養 主 任 者 は 、 新 任 刑 事 個 々 の 実 情 に 即 し た 重 点 的 指 導 事 項 の 決 定 、 実 務 指 導 の

た め の 検 討 会 の 開 催 等 、 効 率 的 か つ 効 果 的 な 育 成 指 導 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(４ ) 教 養 担 当 者  

ア  教 養 主 任 者 は 、 原 則 と し て 、 新 任 刑 事 の 配 置 さ れ た 係 の 捜 査 実 務 経 験 ３ 年 以 上 の

警 部 補 の 階 級 に あ る 捜 査 員 を 教 養 担 当 者 に 指 定 す る 。  

な お 、 同 係 に 適 当 な 者 が い な い と き は 、 他 係 の 警 部 補 の 階 級 に あ る 適 任 者 を 指 定

で き る こ と と す る 。  

イ  教 養 担 当 者 は 、 新 任 刑 事 の 実 践 指 導 に 当 た る と と も に 、 捜 査 技 能 の 修 得 状 況 等 を

踏 ま え 業 務 の 調 整 を 図 る な ど 、 計 画 的 な 実 務 指 導 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(５ ) 教 養 補 助 者  

ア  教 養 主 任 者 は 、 新 任 刑 事 の 配 置 さ れ た 当 直 班 で 刑 事 課 （ 刑 事 第 一 課 、 刑 事 第 二 課

及 び 刑 事 生 活 安 全 課 を 含 む 。 ） の 巡 査 部 長 以 上 の 階 級 に あ る 捜 査 員 の 中 か ら 適 任 者

を 選 び 、 新 任 刑 事 １ 人 に つ き １ 人 の 教 養 補 助 者 を 指 定 す る 。  

な お 、 適 当 な 者 が い な い と き は 、 教 養 担 当 者 が 兼 ね る こ と が で き る こ と と す る 。  

イ  教 養 補 助 者 は 、 平 素 の 実 務 を 通 じ 、 捜 査 技 術 、 捜 査 手 法 、 書 類 作 成 等 の 実 践 指 導

に 当 た る 。  

(６ ) 留 意 事 項  

教 養 主 任 者 、 教 養 担 当 者 及 び 教 養 補 助 者 は 、 緊 密 に 連 携 し て 、 新 任 刑 事 に 対 し 教 養

を 行 う こ と と す る 。  



４  育 成 指 導 事 項  

新 任 刑 事 の 育 成 指 導 事 項 及 び 実 施 要 領 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

５  研 修 等  

主 管 責 任 者 は 、 新 任 刑 事 育 成 指 導 が 効 果 的 に 行 わ れ る よ う 、 次 の 研 修 等 を 実 施 す る も

の と す る 。  

(１ ) 教 養 担 当 者 及 び 教 養 補 助 者 に 対 す る 、 新 任 刑 事 育 成 の 重 要 性 を 理 解 さ せ る た め の

研 修  

(２ ) 新 任 刑 事 に 対 す る 育 成 指 導 状 況 を 検 証 す る た め の 研 修  

(３ ) そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 教 養 及 び 調 査  


